
指定介護老人福祉施設あさぎりの郷「介護予防短期入所生活介護」運営規程  

 

  〈目的〉 

第１条  この規程は、社会福祉法人ジェイエー長野会が開設する指定介護老人福祉施設あさぎりの郷

が実施する指定介護予防短期入所介護事業（以下「事業」という）の適切な運営及び利用につ

いて必要な事項を定め、事業の円滑な運営をはかることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護

予防短期入所生活介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の支援、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の援助

を行うことにより、利用者の心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものとする。 

    ２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の声を傾聴し、利用者の立場に立っ

た介護予防短期入所生活介護サービスの提供に努める。 

    ３ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健医療サービス又は福祉サービスとの密接

な連携を図り、サービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 （１） 名  称    特別養護老人ホームあさぎりの郷 

       （２） 所在地    長野県下伊那郡高森町吉田４８１番地１ 

 

（従業者等の職種･員数及び職務内容） 

第４条  事業所に置く従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

１ 管理者  １名  （特別養護老人ホームあさぎりの郷施設長と兼務） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、必要な指揮命令を行う。 

２ 医師  １名 （特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 非常勤） 

下伊那厚生病院を協力病院として、週一回の回診を行う｡医師は利用者に対し健康管理及び 

療養上の指導を行う｡ 

３ 生活相談員  １名（特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 常勤） 

      利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内の 

サービスの調整、居宅介護支援事業所等他の機関との連携において必要な役割を果たす。 

４ 介護職員又は看護職員  27名以上（介護職員は常勤 23名以上、看護職員は常勤 4名以上 

特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務） 

看護職員は、健康チェック等を行うことにより、利用者の健康状態を的確に把握するとともに、 

利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。 

      介護職員は、その利用者の心身の状態等を的確に把握し、利用者に対し適正な介護を行う。 

５ 管理栄養士 １名 （特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 常勤） 



６ 機能訓練指導員  １名（特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 常勤） 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練を行う。 

７ 介護支援専門員 １名以上（特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 常勤） 

８ 調理員その他の従業者 実状に応じた適当数（常勤） 

９ 事務職員 ２名（特別養護老人ホームあさぎりの郷と兼務 常勤） 

介護予防短期入所生活介護サービスの提供に必要な事務処理を行う｡ 

 

（利用定員） 

第５条 事業所の定員は１６名とする。 

 

（介護予防短期入所生活介護サービスの内容） 

第６条 介護予防短期入所生活介護サービスの内容は次のとおりとする。 

   １ 利用者の自立の支援と日常生活上の支援 

ア 入浴の支援       入浴又は清拭の支援 

イ 排泄の支援       排泄の自立にむけて必要な支援 

ウ 日常生活上の支援   離床、着替え、整容その他日常生活上の支援 

   ２ 食事の提供 

栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮かつ、利用者の自立の支援に配慮し、できる

だけ離床して食堂で行う。 

朝食  午前７時３０分      昼食  正午      夕食  午後６時 

   ３ 機能訓練 

利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又

は維持のための機能訓練を行う。 

   ４ 健康管理 

医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な 

措置をとる。 

   ５ 相談及び援助 

利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族の相談に

適切に応じるとともに、必要な助言、援助を行う。 

   ６ その他のサービスの提供 

利用者のための教養娯楽設備を備えるほか、レクリェーション行事を適宜に行う。 

 

（利用料等） 

第７条 介護予防短期入所生活介護を提供した場合の額は、介護報酬の告示上の額とする。 

２ 前項のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けることとする。 

(１)滞在費                               １，２３1円／日 

(２)食費                                 朝食 ４４８円 

                                      昼食 ６８８円 

                                      夕食 ４６４円 



（３）特別な食事                           実費 

（４）クラブ活動、レクリェーション、行事参加費など      実費 

（５）送迎に要する費用 （厚生労働大臣が別に定める場合を除く）   実費 

（６）前各号に掲げるもののほか、短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常 

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが 

適当と認められるもの  

３ 前２項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して

必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。 

４ 利用料の支払は、利用終了月の翌月１０日までに請求書を発行するものとし、原則として口座引

き落しにより指定期日までに支払いを受けるものとする。 

 

（通常の送迎の実施区域） 

第８条 通常の送迎の実施区域は、高森町、豊丘村の地区とする。 

  

（記録の整備） 

第９条 事業所は次の各項に掲げる記録を整備するものとする。 

２ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録 

３ 介護予防短期入所生活介護に関する記録 

   （１）介護予防短期入所生活介護計画書 

   （２）提供した個々の介護予防短期入所生活介護に係る記録 

   （３）緊急やむをえない場合に行った身体的拘束等に関する記録 

４ 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合の市町村への通知 

（1）正当な理由なしに介護予防短期入所生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（秘密保持等） 

第１０条 当事業所とその職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。 

   ２ 職員であった者が、職員でなくなった後においても、引き続き前項に規定する義務を負う。 

   ３ 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等に対して、利用者及び家族の個人情報を用

いる場合は利用者及び家族の同意を、予め文書により得ておかなければならない。 

 

（苦情処理） 

第１１条 自ら提供した施設サービスに係る利用者からの苦情には、苦情受付に係る窓口を設け、迅速

かつ適切に対応するものとする。 

２ 提供した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出者若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 



３ 提供した施設サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会から指導又

は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第１２条 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は協力医療

機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。  

 

（非常災害対策） 

第１３条 事業所は、非常災害に際しては、消防法施行規則第３条に基づく計画を策定するとともに、 

避難、救出訓練の実施等万全の対応を期する。 

 

（その他） 

第１４条  事業所は、従業者の資質の向上のために、介護予防短期入所生活介護に関する適切な研修

の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。 

  （１）採用時研修    採用６ヶ月以内 

    （２）継続研修     年１回 

２ この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は理事長と事業所の管理者との協議に 

基づいて定めるものとする。 

 

（拘束及び抑制） 

第１５条 入居者の危険行為又は介護拒否等により、入居者及び関係者が危険な場合において、拘束 

     及び抑制対象入居者の家族及び代理人、身元引受人のいずれかと協議した上、拘束及び抑制 

について同意がなされた場合、拘束及び抑制の理由･期間･手段について書面にて明示し、署名 

捺印の上同意書を取り交わすものとする。 

   ２ 拘束及び抑制対象入居者の家族及び代理人、身元引受人と連絡がとれなかった場合、施設長 

の判断に基づき、それを実施し、拘束及び抑制の理由・期間･手段・経過を書面にて家族及び代 

理人,身元引受人のいづれかに報告し、事後同意を得るものとする。但し、同意が得られなかった 

場合については、拘束及び抑制を中止する。 

 

 （規定の改廃） 

第１６条 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は統括本部長と事業所の管理者との協議

に基づいて定めるものとする。 

   ２ この規定の改廃は、統括本部長がこれを定める。 

 

附 則 

この規程は、平成 18年 4月 1日より施行する。 

この規定は、平成 20年 2月 1日より一部改正し実施する。 

この規定は、平成 22年 3月 1日より一部改正し実施する。 

この規程は、平成 24年 9月 1日より一部改正し実施する。 



この規程は、令和 1年 10月 1日より一部改正し実施する。 

この規定は、令和 5年 4月 1日より一部改正し実施する。 

この規定は、令和 6年 8月 1日より一部改正し実施する。 


